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厚
労
省
は
、
４
月
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
原
則
義
務
化
に
伴
い
、「
紙
請
求
」
と

「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
取
り
扱
い
に
つ
い
て
通
知

し
た
。
期
限
の
迫
っ
た
紙
請
求
の
猶
予
届
出
の
書
き
方
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

　

紙
請
求
に
つ
い
て
は
、
４

月
以
降
も
紙
請
求
を
継
続
す

る
場
合
、
２
月
29
日
ま
で
に

届
け
出
る
。
光
デ
ィ
ス
ク
等

を
用
い
た
請
求
（
以
下
：
Ｃ

Ｄ
請
求
）
は
、
10
月
以
降
も

Ｃ
Ｄ
請
求
を
継
続
す
る
場
合

８
月
31
日
ま
で
に
届
け
出

る
。
Ｃ
Ｄ
請
求
を
継
続
す
る

場
合
、
猶
予
届
は
１
年
の
更

新
の
た
め
、
毎
年
提
出
が
必

要
と
な
る
。

　

届
出
を
す
れ
ば
、
今
ま
で

の
請
求
方
法
を
続
け
ら
れ

っ
た
保
険
医
療
機
関
は
、
当

該
届
出
の
日
の
属
す
る
月
お

よ
び
そ
の
翌
月
に
限
り
紙
請

求
が
可
能
。

　

「
常
勤
」
と
は
、
原
則
と

し
て
保
険
医
療
機
関
等
に
お

い
て
定
め
た
歯
科
医
師
の
勤

務
時
間
の
全
て
を
勤
務
し
、

か
つ
保
険
医
療
機
関
等
に
お

い
て
定
め
る
１
週
間
の
勤
務

時
間
が
、
32
時
間
以
上
の
者

の
就
業
形
態
を
指
す
。

　

常
勤
の
歯
科
医
師
の
生
年

月
日
が
、
全
て
１
９
４
６
年

４
月
１
日
以
前
の
場
合
の
み

猶
予
届
出
対
象
と
な
る
。

・
Ｃ
Ｄ
請
求
の
場
合

　

３
月
ま
で
Ｃ
Ｄ
で
請
求
し

た
医
療
機
関
は
、
特
段
の
届

出
な
く
９
月
ま
で
同
様
の
請

求
が
可
能
。
９
月
ま
で
Ｃ
Ｄ

請
求
し
、
10
月
以
降
も
継
続

す
る
場
合
。

る
。
た
だ
し
、
４
月
以
降
一

度
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
す
る

と
、
手
書
き
や
Ｃ
Ｄ
で
の
請

求
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
注
意
が
必
要
と

な
る
。

１
．
猶
予
届
出
の

　

対
象

・
手
書
き
の
場
合

　

３
月
の
請
求
を
紙
で
請
求

し
た
医
療
機
関
で
あ
っ
て
①

手
書
き
（
レ
セ
コ
ン
を
使
用

し
て
い
な
い
）
も
し
く
は
、

２ 

．「
書
面
に
よ
る

請
求
に
係
る
猶

予
届
出
書
」
の

書
き
方
と
添
付

書
類

・
書
き
方

　

猶
予
届
出
書
の
中
の
「
⑤

届
出
を
行
う
内
容
」
は
、
手

書
き
の
場
合
「
ア
」
、　

レ
セ

コ
ン
を
使
用
し
紙
請
求
し
て

い
る
場
合
「
イ
」
と
記
載
す

る
。

　

「
イ
」
の
場
合
は
、
⑥
⑦

の
記
載
と
添
付
書
類
が
必
要

と
な
る
。

　

⑥
に
は
、
歯
科
診
療
所
で

あ
る
「
Ｃ
」

　

⑦
に
は
、

常
勤
の
人
数

と
、
常
勤
の
歯
科
医
師
の
生

年
月
日
を
記
載
す
る
。

・
添
付
書
類
に
つ
い
て

　

届
出
を
行
う
内
容
が
レ
セ

コ
ン
を
使
用
し
紙
請
求
し
て

い
る
「
イ
」
の
場
合
の
み
、

添
付
書
類
と
し
て
、
①
生
年

月
日
を
確
認
で
き
る
書
類
②

常
勤
の
歯
科
医
師
の
構
成
が

確
認
で
き
る
書
類
―
―
が
必

要
と
な
る
。

３
．
届
出
方
法

・
手
書
き
の
場
合

　

「
書
面
に
よ
る
請
求
に
係

る
猶
予
届
出
書
（
様
式
第
２

号
」
を
支
払
基
金
本
部
お
よ

び
大
阪
府
国
保
連
合
会
に
書

面
で
２
月
29
日
ま
で
に
提
出

す
る
。

　

封
筒
の
表
面
に
、
朱
書
き

で
「
猶
予
届
出
書
在
中
（
紙

レ
セ
）」
と
記
載
す
る
。

・
Ｃ
Ｄ
請
求
の
場
合

　

医
療
機
関
等
向
け
総
合
ポ

ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
開
設
す
る

フ
ォ
ー
ム
（
２
０
２
４
年
４

月
頃
開
設
予
定
）
か
ら
提
出

す
る
。

　

フ
ォ
ー
ム
か
ら
の
提
出
が

困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、

「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た

請
求
に
係
る
猶
予
届
出
書
兼

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
へ
の
移
行

計
画
書
（
様
式
第
１
号
）
」

に
て
、
紙
請
求
と
同
様
の
支

払
基
金
本
部
お
よ
び
大
阪
府

国
保
連
合
会
へ
郵
送
す
る
。

診
療
報
酬
改
定
は
、

６
月
実
施

　

医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
を
理
由

に
、
診
療
報
酬
改
定
は
３
月

に
内
容
が
示
さ
れ
、
実
施
は

６
月
か
ら
と
な
る
。
そ
れ
に

伴
い
、
金
属
価
格
改
定
、
介

護
報
酬
の
訪
問
看
護
・
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
居

宅
療
養
管
理
指
導
・
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
４
つ

の
項
目
に
つ
い
て
は
実
施
が

後
ろ
倒
し
と
な
り
、
従
来
と

は
違
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
な

る
。金

属
価
格
改
定
に

つ
い
て

　

３
月
に
１
度
実
施
さ
れ
て

い
る
金
属
価
格
改
定
は
、
診

②
２
０
０
９
年
電
子
請
求
義

務
化
時
点
に
お
い
て
電
子
請

求
免
除
対
象
で
あ
り
、
現
在

も
常
勤
歯
科
医
師
が
１
９
４

６
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

で
あ
っ
て
レ
セ
コ
ン
を
使
用

し
紙
請
求
―
―
で
あ
る
こ

と
。

　

②
で
あ
っ
て
、
新
た
に
診

療
に
従
事
す
る
常
勤
の
保
険

医
の
生
年
月
日
が
１
９
４
６

年
４
月
１
日
よ
り
後
で
あ
る

と
き
は
、
遅
滞
な
く
届
け
出

が
必
要
と
な
る
。
届
出
を
行

【猶予の対象と様式および期日】

締め切り 猶予の対象条件 様式

紙請求 2/29

３月31日以前の直近の請求を紙請求で行った医療
機関であって、以下のいずれかの場合継続が可能
　・レセコンを使用していない
　・常勤歯科医師が1946年４月１日以前生まれ
（電子請求義務化時点において65歳以上でその旨
を届け出ているもの） 様式第２号

CD請求 8/31

・ ３月まで光ディスク等により請求を行ってきた医
療機関は４月以降９月まで同様の請求が可能
・ ９月まで光ディスク等により請求を行ってきた医
療機関の場合、届出をすれば10月以降も光ディ
スク等を用いた請求が可能 様式第１号

２
０
２
４
年

２
０
２
４
年

診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て

診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て

療
報
酬
改
定
実
施
後
ろ
倒
し

に
伴
い
、
４
月
改
定
の
後
、

２
カ
月
後
の
６
月
に
材
料
価

格
基
準
改
定
が
あ
る
。
そ
の

後
は
９
月
、
12
月
、
来
年
３

月
、
６
月
の
３
月
に
１
度
改

定
さ
れ
る
。

◇　

◇　

◇

　

改
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

従
来
と
こ
と
な
る
た
め
、
６

月
か
ら
の
新
点
数
を
掲
載
し

た
「
歯
科
点
数
早
見
表
」
は

５
月
中
に
、「
歯
科
保
険
診

療
の
研
究
」
は
６
月
下
旬
に

会
員
に
お
届
け
す
る
。

　

書
籍
の
追
補
版
や
正
誤
表

は
保
団
連

Ｈ
Ｐ
か
ら

閲
覧
で
き

る
。

【届出の書き方】 ２７３

ア、イ、ウ
いずれか

イの場合
Ｃと記入

【提出先】朱書きで「猶予届出書在中（紙レセ）」と記載

　１月22日社会保障審議会・介護給付費分科会資料から歯科医療機関
が算定できる項目を抜粋

１月
随時改定

診療報酬改定
告示・通知 診療報酬改定　実施

介護報酬改定
居宅療養管理指導など実施

９月
随時改定

６月
材料価格基準改定

４月
随時改定

介護報酬改定
一部実施

2024年診療報酬などのスケジュール

【支払基金本部】
〒105-0004　東京都港区新橋２丁目１番３号
社会保険診療報酬支払基金
事業統括部事業サポート課 御中

【大阪府国保連合会】
〒540-0028　大阪市中央区常盤町１丁目３番８号
中央大通FNビル内
大阪府国民健康保険団体連合会業務管理課 御中

改定案 現　行

５　居宅療養管理指導費

ロ　歯科医師が行う場合

⑴ 　単一建物居住者１人に対して

行う場合 517単位

⑵ 　単一建物居住者２人以上９人

以下に対して行う場合 487単位

⑶　⑴及び⑵以外の場合 441単位

ホ　歯科衛生士等が行う場合

⑴ 　単一建物居住者１人に対して

行う場合 362単位

⑵ 　単一建物居住者２人以上９人

以下に対して行う場合 326単位

⑶　⑴及び⑵以外の場合 295単位

注１  　在宅の利用者であって通院

が困難なものに対して～略～

１月に４回（がん末期の利用

者については、１月に６回）

を限度として、所定単位数を

算定する。

５　居宅療養管理指導費

ロ　歯科医師が行う場合

⑴ 　単一建物居住者１人に対して

行う場合 516単位

⑵ 　単一建物居住者２人以上９人

以下に対して行う場合 486単位

⑶　⑴及び⑵以外の場合 440単位

ホ　歯科衛生士等が行う場合

⑴ 　単一建物居住者１人に対して

行う場合 361単位

⑵ 　単一建物居住者２人以上９人

以下に対して行う場合 325単位

⑶　⑴及び⑵以外の場合 294単位

注１ 　在宅の利用者であって通院

又は通所が困難なものに対し

て～略～１月に４回を限度と

して、所定単位数を算定する。

紙
請
求
必
見

紙
請
求
必
見  

請
求
に
係
る

請
求
に
係
る

猶
予
届
出
に
つ
い
て

猶
予
届
出
に
つ
い
て

2024年度介護報酬の改定案2024年度介護報酬の改定案


